
国 四 整 知 港 総 第 192 号

令 和 8 年 3 月 25 日

高知県高知市仁井田１６３１番地８

株式会社新創

　代表取締役　𠮷良　裕児　殿

　　四　国　地　方　整　備　局

　　高知港湾・空港整備事務所長　野本　啓介
       （公印省略）

１　工　事　名 須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（１））

２　工　　　期 令 和 7 年 8 月 20 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日

３　完成検査年月日

４　評定結果

①評定点 80点 　　　　項目別評定点は、別表１のとおり

②工事技術的難易度評価 Ⅲ 　　　　項目別評価表は、別表２のとおり

５　送　付　先

〒７８１－０１１３　高知県高知市種崎８７４番地

      国土交通省　四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所

　　　　　　技術担当副所長 　廣田　 宛

　　　　　　　　　ＴＥＬ　０８８－８４７－３５１１（代）

６　手続き等の問い合わせ先
〒７８１－０１１３　高知県高知市種崎８７４番地
      国土交通省　四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
　　　　　　総務課　浅見　宛
　　　　　　　　　ＴＥＬ　０８８－８４７－３５１１（代）

以上

記

請 負 工 事 成 績 評 定 通 知 書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領第8に基づき評定した結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起
算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

令和8年2月26日






